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日本における食料品，特に青果物流通システムと

改善のための主要な政府の施策

森宏

はじめに

昭和55年 5月22～23日の両日にわたって，韓国ソウル市でミ農産物マーケッティ ング ・シス

テムと政策、をテーマに国際シンポジュ ームが聞かれた。 これは韓国の全国農業技術者協会が，

付設の韓国農産物流通研究所の関所を祝しでもよおしたものであった。筆者は日本代表として

招かれ，表記の題でわが国の事情を概説し，質疑応答および討論に参加した。小論はその折り

の報告原稿である。

報告および討論は，英語および韓国語に同時通訳されたので，ペーパーは日本語のまま提出

した。概説的なもので社研の『月報』に出すのにはいささかちゅうち ょしたが，原稿がタ イム

リーに集まらないとのことなので，あえて掲載をお願いした。
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食料品特，に青果物の需要供給の概観

日本における食料品，特に青果物の需要及び供給の概観を述べてみたいと思い初最ずま

す
ま

農産食料品の流通経路と価額（50年）（単位・ 10億円，？も〕

（直篠麟入）

cmD 
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出所 ・『昭和54年度農業白寄』

原資料 ・農林水産省「農林漁業を中心とした産業連関表J
註 ・1）図中の数値は（ 〉内が構成比（単位・%〉，それ以外は金額

（単位 ・10億円〉である。

2）流通経賓とは商業経費と運賃である。

3）精穀及びと殺部門は，食品工業から除外し， 当該部門の産出物は

農業からの直接産出扱いとした。

図1にごらんいただきますように食料農産物の産出額は輸入を含みますが，昭和50年度で8

兆5190億円です。

それが三つのノレー トを経て最終消費者に届きます。一つは，野菜とか果物のように直接に購

あるいはうど

その両者を含みますが，

入されるもの。次に，例えば小麦粉とかその他のように製粉され，パンにされ，

んにされて，いわゆる加工食品として消費者に渡るもの。 三番目には，

飲食店を経て消費者に渡るものです。

最初に申し上げました8兆5190億の食料農産物の産出額は，最終消費者に渡るときには26兆

1540億という額になります。そのうち，約30%が直接購入， 49%が加工食品， 21%が飲食店を

通じて最終消費者に届くわけであります。

このとこ特にここで強調したいことは，最終消費者に届く聞に飲食店を通ずるウエートが，
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ろ年々高まっているという ことです。図 2に示されていますように，昭和45年には飲食店サー

ビスのウエートは11%でございましたが，50年には15%にふえております。

兆円 図2 1没産食料品最終支出構成の日米比較
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出所・ 図1と同じ
原資料 ・農林水産省「農林漁業を中心とした産業連関表」

U.S.D C“Survey of Current Business" 

April/1979. 
IMF “International Finantial Statistics" 

註・1）たばこを除く。
2）図中の数値は構成比 （%）である。

ちなみに，昭和47年，すなわち1972年におけるアメリカの同じ数字を見ますと，飲食店のサ

ービスが14%という ことになっておりますので，わが国もほぼアメリカ並みになってきたとい

うことではなかろうかと思います。

ただアメ リカと特に違いますと ころは，図2に示されていますようにアメリ カは食品加工経

費が34%であるのに対して日本は昭和50年で26%で，生産者の手取りは輸入を含めて33%に，

同じく アメリカは27%とい うことになっております。そのようなことを考えますと，今後食品

加工のウエート というのがふえていくのではないか，というふうに考えられます。その結果と

して， 農業の産出額のウエートが相対的には小さくなっていくという ことではなかろうかと思
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います。

次に，食品需給表（FoodBalance Sheet）を見てみますと，昭和53年度にわが国の国民は一

人当り供給された純食料として， お米を81 ・ 6キロ，小麦を31 ・ 7キロ， 野菜を 114 • 9 キロ，果物

を40・4キロ，肉類を21・3キロ，牛乳，乳製品を59・3キロ，鶏卵を14・9キロ，砂糖類を24・9キロ，

油脂類を12・8キロ，このように消費しておりまして， 一日一人当 りの栄養供給量は，熱量でい

いまして2500カロリ ーになっております。（表 1参照〉

表 1 農産物需要の推移

5 3年度 土色目減 C "") 年率 （昏）

実 数 4 0～ 4 8～5 0 5 0～5 3 
4 8年度

実質飲食費支出 C1 o億円） 18,585.5 7. 8 2.4 I. 9 

一 熱 量 （カロリ ー） 2,5 0／。 0.6 畠 1.1 0.5 

人
構 で ん ぷ ん 質 5 0.3 .... I. 9 .... I. 0 • 0. 7 

日 成
畜 耳E 物 I 1.8 5. 7 4. 5 

当 比
0.4 

た
（需） 砂縮 ・ f由月旨 2 2.9 5. 9 • 2 3 2.0 

!J 
栄

たんば〈質（グラム） 8 0.5 0. 9 品。1 0.6 
養

供
うち動物性（冊） 4 8.0 3. 3 1.1 2.6 

給

量
脂 質 （グラム） 6 6.3 4. 9 0.8 3.2 

米 81.6 • 2.6 .... 1. 5 • 2.5 

人 表 3 1.7 0.8 J.0 0.2 

年 野 菜 1 I 4.9 0. 3 • 0.3 1.1 
叫d,

た 呆－ 実 4 0.4 5. 5 • 0. 7 • 2.1 
り
供 肉 類 21.3 8.1 2.3 6.0 
給

事担 牛乳 ・ 乳製品 5 9. 3 4.1 0. 7 3.6 
食

料 鶏 。H 1 4.9 2. 7 畠 1.4 2.1 
（ 

K9 砂、 糖 類 24.9 5. 2 • 5.5 • 0.3 
） 

f由 月旨 類 1 2.8 6. 7 l. 3 3. 9 

国民 l人千カロリー当た P
1 7 6.9 5. 9 2.0 0.5 実質 飲食費 （円 ）

出所・図 1と同じ

原資料 ・経済企画庁 「国民経済計算」，農林水産省「食料需給表」
註 ・1）実質飲食費は45年価格による。

2）国民l人千カロリ 一 実質飲食費
当たり実質飲食費一 1人1日当たり供給熱量×年間日数×総人口

それらのうち特にお米につきましては，ご承知の方も多し、かと思いますが，ほとんど圏内で

全部まかなっております。ところが小麦につきましては，圏内生産量はわずか36万7000トンで
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あるのに対して，輸入量は568万トン，大麦は，同じく 27万6000トンに対して，輸入は205万 ト

ンということになっております。

ただ野菜につきましては，ほぼ国内の自給が達成されている，といっていし、かと思いますが，

それでも圏内生産が1640万トンに対して45万トンの輸入量がございます。果物は，バナナ，レ

モンその他の輸入がございまして，圏内で606万トン生産されたものに対して，輸入は157万ト

ンということになっております。

年聞の食料消費を『家計調査』で見てみますと，昭和52年に一世帯当りの年聞の支出金額は

229万円でありまして，そのなかで食料費は75万8000円です。その 75万8000円のうちから，野

菜に5万7600円，果物に4万2200円ほど支出されております。食料消費支出の総支出に対する割． 合は33・1%であります。これは昭和40年のエンゲル係数が40%であったのに対して，かなりの

減少であります。

． 

わが国の食生活を欧米と比較いたしますと，非常に特徴的なことは食事が主食と副食とに分

かれているということです。 これはアジアの諸国は大体そうだと思いますけれども，たとえば

お米あるいはパンを主食として，肉とか野菜とかというものがおかずとして添えられると，い

う形態になっております。

次に，野菜及び果物について，供給の最近における特徴を若干申し述べたし、と思いますが，

一つには，都市化が進んだことによって大都市の周辺の野菜あるいは果物の産地が衰退し，産

地が遠くになっていったということであります。

具体的には，東京都の中央卸売市場に入荷したいろいろの野菜の産地を見てみますと，たと

えば昭和35年には，きゅうりは66・4%が東京の近郊，東京・埼玉 ・千葉 ・神奈川の四県から供

給されておりましたけれども， 52年にはその数字が30・3%になり，他方，それよりも遠い中間

地帯のウエー トが，閉じ期聞に15・9%から46・2%，それからもっと遠い九州とか四国とかの県

からの数字が，同じ和昭35年から52年に対して，17・7%から23・5%というふうになっていて，

産地が次第に遠隔化しているというような傾向がうかがえます。

例をあげますと結球白菜の場合です。近郊，中間，遠隔地帯と分けますと， 35年に近郊地帯

のウエイトが19・5%であったのが， 52年には 6・2%となっています。それに対して中間地帯の

ウエートは， 65・2%から， 79・9%へ，遠隔地帯は， 15・3%から， 13・9%と，こんなふうになっ

ております。

もう一つ例をあげますと，たとえばほうれん草などが非常にし、L、例でありますが，昭和35年

には，東京 ・埼玉 ・千葉 ・神奈川の四県から入荷していたのが92・6%ありました。これが52年

には52・8%と滅り，それに対して中間地帯のウエートが7・4%から41・5%へ，遠隔地帯のウエ

ートが， 35年にはほとんどゼロであったのが， 52年にはか7%と，こ ういうふうに変っており
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ます。

そういうような産地の遠隔化に伴いまして，これまでの出荷が，個人が自分のオート三輪車

などで，あるいは軽 トラy クで市場に出荷してくる割合がだんだんと減ってまいりまして，い

わゆる大型産地一一これは共同出荷，共同販売を行っている出荷団体で，郡単位以上の組織を

有する団体から出荷されたものとし、う意味でございますが一一これが東京についてし、し、ますと，

昭和40年には41・1%であったのが，昭和44年には51・7%，昭和50年には57・2%とふえ，産地の

いわゆる 「大型化」が進んで、お ります。

それに伴いまして産地の出荷の仕方も出荷組織も変わってまいりましたが，これは次の節で

述べてみたいと思います。

二 生鮮青果物の流通システム

次に，生鮮青果物の流通システムについて申し上け．たいと思います。

A 流通チャンネノレ

まず最初に流通チャ ンネノレの外観を図に照らして説明したいと思います。

図 3にみますように，生産農家から出荷されたものは，農協その他の出荷団体あるいは産地

の商人を通して，主として大都市あるいは中 ・小都市の卸売市場却売業者に出荷されます。

図3 青果物の流通経路

卸売市場1

1区域外転送

（注〉 セリ売りに参加するのを売買参加といい，それを許さ
れている小売商，大口需要者などを売貿参加者と呼ぶ
ことがある。

- 6 ー
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その場合に，産地の移出商は生産農家から買い取りをいたしますが（現金をその場で払う ，

これがかれらの強味の一つである〉，出荷団体の場合には生産農家は出荷団体に販売を委託す

るわけでございます。商人，出荷団体のいずれを問わず，卸売市場に出荷する場合には，おお

むね委託販売の形態をとっています。

卸売市場では，荷を受けた卸売業者が仲卸売業者に主としてセリ売り（auction）を通じて販

売いたします。

仲卸売業者は，小売業者あるいはレストランあるいはホテノレ，飲食店等の大口需要者に対し

て相対で販売いたします。

それらが市場外に搬出されまして，各店舗に，あるいは各レストラン，ホテノレなどの飲食店． などからわれわれ消費者に渡っていくわけであります。

最近若干ふえております輸入につきましては，おもに商社が輸入を扱い，それを卸売市場の

却売業者あるいは仲卸売業者を通じて，閉じ ようなルー トを経てわれわれ消費者の口に入って

くるわけであります。

流通経費の問題は大変興味のゐるところでありますけれども，あとからも触れますが， 青果

物は値段の変動がたとえば表2にみますように非常に激しく，その値段の変動によってマージ

ン率が非常に変動するとし、う傾向を持っております。たとえば同じ種類の野菜でありましでも，

たとえばキャベツを例にとりますと， 1キロ，却売価格が 100円のときに小売マージγが50円

であれば，小売マージンは 150円分の50円で大体33%強ということになりますけれども，もし

却売価格が50円に下がりますと，そして小売マージンが同じ50円でありますと， 100分の50と

いうことになりまして50%という ふうにな ります。

青果物の卸売価格の変動は，いま例にあけγこ50円から 100円というような生やさしいもので

はなくて，すでに表でみましたようにもっと激しくなっているのが現状でありますので，調査

の時点及び品目によっていろいろ異なりますので，マージンにつきましては質疑にお答えする

ということで勘弁願いたいと思います。

表2 キャベツ句別卸売価格の動き一一東京市場 （単位 円／kg〕

I ，月 I，月 I，月」 5 月目一
上旬中旬下旬 上旬 中旬 下旬 ｜上旬中旬下旬｜上旬 中旬 下旬

1973年 16 19 18 25 42 51 58 63 71 102 99 68 

74年 129 128 92 91 91 138 175 141 121 71 26 20 

75年 43 39 39 55 46 33 52 25 25 35 36 15 

76年 180 137 81 82 103 llO 183 220 195 llO 71 45 

77年 llO ll9 137 90 94 60 73 62 91 53 40 41 

78年 37 41 36 49 52 54 54 89 130 135 96 65 

（出所） 『青果物流通統計旬報』農林省統計情報部
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B 集出荷の現状

次に，産地における集出荷の現状について述べてみたいと思います。

青果物の集出荷の形態も，品目により ，年によりかなり変動いたしますけれども，傾向的に

いえますことは，農協を中心とする生産者団体のウエートがこのところ高まっており，商人の，

いわゆる集出荷業者といわれるもののウェートが若干ふえ，同時に個人で出荷されるウ ェート

が小さくなっている，という ことがし、ぇょうかと思います。

ちなみに，野菜全体をとり まして昭和41年と52年を比較いたしますと， 出荷団体のウエート

が， 野菜につきま しては40 ・3%から44 •4%へ上昇し，集出荷業者および個人出荷のウェートが

それぞれ7・8%から11・2%および49・3%から41・1%へと変化しております。

果物につきましては，同じ期聞に生産者団体のウエートが55・9%から別%へふえ，集出荷 ． 
業者のウエー トは16・5%から18・8%へ，個人出荷は26・4%から20・6%と，このように変ってお

ります。

これは野菜及び果物総計でございまして， 品種により地域によってかな りのバラつきがある，

とい うことをお断わりしておかなければならなし、かと思います。

C 消費者の購買態度

次に，最終消費者の購買態度について若干述べてみたいと思います。

わが国の消費者は，アメリカなどと比べますと非常に特徴的な購買態度を持っており ます。

すなわちアメリカのように一週間に一度というようなまとめ買いをしないで，毎日あるいは二

日に一回というような多頻度小量購買というのが，わが国の消費者の特徴であるように思いま

す。

ちなみに，野菜につきましては，毎日買いにいく ，というのが消費者の43・7%，二日に一回

というのが35・8%であ りますから，毎日ないし二日に一回というのを合わせますと，大体80%

近くになるわけでございます。

同じ数字を果物について申し上げますと，毎日が17・4%，二日に一回が42・5%ですから，消

費者の60%が毎日あるいは二日に一回買いにいくということであります。

また，最近 「マイカー」 （自家車〉の所有が非常にふえまして， その利用も非常に高まって

おりますけれども，都市内の交通事情が悪いということと，店舗に必ずしも十分な駐車場の整

ったと ころが少ないという ことから，大半は青果物の購入は歩いて行われている ようでありま

す。

しかも範囲は，野菜については家から歩いて5分以内というのが33・5%，果物については32

・1%です。 5分から10分以内が野菜の場合30・9%，果物について32・1%ですから， 大体青果物

については60%から70%くらいが，家から10分以内の近所の店で買われているという こと であ
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ります。

D 輸送手段

先ほど，産地がかなり遠隔化した，そしてまた大型化した，ということを申し上げましたけ

れども，その遠隔化した産地と消費地をつなぐ輸送手段について申し上げてみたいと思いま

す。

野菜・果物につきましては，昭和45年には自動車によるウエー トが56・7%，鉄道が43・1%,

船舶が 0・2%ということで，大体自動車と鉄道のウエー トが伯仲しており ましたけれども，昭

和51年度には自動車のウエートが74・1%，鉄道のウエートが23・5%ということになり，それか

ら船舶による輸送が 2・4%という ことで，圧倒的に自動車による輸送がふえております。また． 船舶によ る 2 • 4 %というのは，遠隔地からのフェリーによる輸送ではないかと私は思います。

． 

E 中央卸売市場制度について

次に，日本の青果物の流通について特徴的なことは，卸売市場を通じて流通する割合がきわ

めて高いということであります。すなわち野菜につきましては，昭和50年に87・7%のものが卸

市場売を経由して流通いたしました。51年には87・1%となっており ますので，大体90%弱のも

のが却売市場を経由して流通し，価格形成されているという ことであろうかと思います。

果実につきましては，同じ年度に，すなわち50年度に， 87・6%,51年度に92・0%のものが却

売市場を経由して流通いたしました。青果物全体を合わせますと，ほぼ90%弱のものが卸売市

場を経由して流通し，価格形成されているといってよいかと思います。

特にそのうちでも，あとから説明申し上げます中央卸売市場のシェアというものが非常に高

くて，野菜につきましては，昭和47年には中央卸売市場の取扱いシェアが41・6%であったもの

が，昭和52年度には49・4%に上がっておりますし，果物につきましては，昭和47年には42・6%

であったのが， 52年には50・3%となっておりまして，昭和52年につきまして両者を平均いたし

ますと，大体50%弱のものが中央卸売市場を通じて流通し，価格形成されているといっていい

かと思います。

このよ うな青果物の流通において重要なかなめになっております中央卸売市場について，若

干補足的な説明をしてみたいと思います。

中央卸売市場は，大正12年，すなわち1923年に制定されました「中央却売市場法」に基づき

まして，青果物，水産物，食肉及び鶏卵，漬物などを扱うことができる，とされております。

市場の開設は，たとえば東京都あるいは大阪市，神戸市，福岡市というような地方自治体が

開設者となります。開設者の意味は，用地を提供し，そこに却売市場に必要な施設をつくり，

そこに卸売業者と仲卸売業者を収容し，彼らの業務を規制J・監督するということであります。

「中央卸売市場法」は幾度か改正されましたけれども，昭和46年に大幅な改正が行われまし
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て， 「卸売市場法」とい うことになりました。現在時点（昭和55年 5月〉で53都市に89の市場

が開設されており ます。

53都市に89市場があるというのは，少しご理解に苦しむかと思いますが，東京で 9市場，大

阪では3市場，神戸では 2市場，あるいは横浜では 2市場あると いうようなことで， 一つの都

市でも，大きな都市ではし、くつかの市場があるということと，たとえば大宮市のように食肉だ

けの中央卸売市場があるという こと もあるために，現在53都市に89市場がつくられているわけ

であります。

卸売市場を開設する場合には，開設者たる地方自治体は計画を設定し，それで農林大臣の許

可を求めます。計画が適切であると農林大臣が認めた場合に開設を許可し，収容する却売会社

の許可も行います。仲却売業者は，開設者が員数を制限して収容いたします。

ここで中央却売市場を開設する場合の国の補助について申し述べたいと思いますが，国は事

業費の約10分の 4を補助金と して開設者に与えます〈土地の買収資は対象外〉。 もっとも事業

費の10分の 4とし、いましても，新設の市場につきましては基幹施設について10分の 4でありま

して， 冷蔵庫であるとかその他の関連施設につきましては 3分の lというふうになっておりま

して，ほぽ10分の 4の補助率である，と申してよいかと思います。

ただいまのは新しく設置される中央却売市場についてでございますが，最近，昭和の初めに

開設された東京，大阪その他の都市では施設が古くなり，また非常に狭障になってきていると

いうために，設備の近代化をしなければならないところもたくさん出てきております。そうい

う既設市場の近代化につきましては，基幹施設に対して 3分の lの国庫補助がなされておりま

す。

次に中央卸売市場制度の経済的な本質について私の考えを述べてみたいと思います。

一つの例をあげますと，東京の近郊で人口50万くらいある都市がごさいますが，ここに数年

前に中央卸売市場がつくられました。中央市場ができる前は13の小さな市場が分散しておりま

して，それぞれ少量づっの取引をしていました。そのために遠隔の産地から直接に集荷をする

ことができないので，ーたん東京の中央市場などに入ったものを， いわゆる「転送」という形

で受けていたということがあります。そのために非常にコストが高くつく ，また市あるいは国

の規制や監督を受けませんので，そこにおける取引も必ずしも明朗ではなかったとい うことで

あります。そのために産地のほうも，たとえ経済的な量になった場合で、も，そうし、う市場は敬

遠して，東京，あるいは大阪の中央市場にーたん出荷し，それから転送してもらうとしづ道を

選んでいたわけであります。

そこで，中央卸売市場をつくると きには，それから13の市場を一つの市場に整理統合いたし

ます。そうしてそこに収容する卸売会社もできるだけ数少なくいたします。できれば単数一一
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これは「独禁法」にしばしば抵触するということで，ただいまでは大体において一つの市場に

二つの卸売会社を収容するというふうになっておりますが一一そういうふうにして，一方で、は

大規模の経済を達成しようという ことを狙います。いわゆる集荷力を強化し，またコストの面

でも節約を図る，即ち大規模の経済を発揮させるということであります。

ところが，このようにいままで13の市場がゐって互いに競争し合っていたものが，一つの市

場になって，しかも却売会社も， 13ではなしに 2つ，あるいは場合によっては 1つということ

になりますと，独占の弊害が生じてくるおそれが十分に考えられます。

そこで，国及び開設者は，独占の弊害をなるたけ少なくするためにいろいろな規制をするわ

けであります。その規制のいくつかを申し上げますと，まず取引は「公聞のセリ売り」でなけ

ればならない。二つ目には「受託拒否の禁止」ということです。それは生産者のほうからこれ

を売ってくれといわれた場合には，全量を引き受けなければならない，受託を拒否しではなら

ない，という項目があります。三としては， 「即日上場，即日販売」，すなわち，き ょう上場

されたものは，たとえ値段が非常に安くなったとしても，その日のうちに売らなければいけな

いということです。第四といたしましては，卸売会社の「販売の手数料」が，法律あるいは開

設者の条例によって決められております。例をあげますと，野菜につきましては卸売価格の8・

5%，果物につきましては7・0%，水産物については卸売価格の5・5%，食肉については3・5%,

花につきましては9・5%というのが，法律及び条例で決められた手数料率であります。

このようにして一方では，整理・統合ということで大規模の経済を発揮させ，他方では，い

ろいろの規制と監督によって，独占の弊害をできるだけ少なくしようというのが，中央却売市

場制度の経済的な本質ではなかろうか，と私は考えております。

次に，中央卸売市場ほど大きくはないけれども，中小都市に卸売市場がいろいろあります。

これを普通われわれは「地方却売市場」と呼び，卸売場の面積が 330平方メートノレ以上のもの

を法律で「地方卸売市場」といっておりますが，これが全国に青果物については1073，水産物

については約750，食肉については27，花弁については 248，多少の重複がございますが，合

わせまして1916，現在存在しております。

これらについても昭和46年の「卸売市場法」の改正によって法的な規制を与え，他方，補助

を与えるということができるようになりました。

ただし，中央却売市場に比べますと取引の規制は非常にゆるやかでございまして，そのおも

なものは，委託販売，セリ売りの原則，差別取引の禁止，数量の公表ということにとどまって

おります。

また設備整備に対して，新設の場合には，特に公設の場合ですが一一基幹設備に対して 3分

のl，付属施設について 5分の しすでに設置されているものが狭くなった，あるいは老朽化
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したというものについては， 5分の 1の国の補助を与えております。

話があと先になりましたけれども，中央却売市場法は1923年に制定されましたけれども，現

実に中央市場ができましたのは関西の京都市が初めてでございまして，それは昭和 2年に業務

を開始しております。東京はかなり遅れまして，昭和10年に築地 ・神田 ・江東，翌日年に荏原

というようなと ころで市場が業務を開始したわけであります。そして戦後も次第次第にふえて

きまして，先ほど申し上げましたように現在では53都市に89の中央却売市場があるわけであり

ます。

また話が前後いたしますが，中央市場を開設する場合，あるいは既設の市場を改築する場合，

国の補助が 3分の lあるいは4分の lというようなことを申し上げましたけれども，実際の金

額を申し上げますと，昭和昨には中央卸売市場に対して国は146億円，畔には150億円の補 ． 
助をいたしております。それに対して地方却売市場に対しては，昭和52年には10億円，昭和53

年には13億5000万円という金額の補助にとどまっております。

また，中央卸売市場が，最近地方の中小都市にかなり速いテンポで開設されるにつれま して，

東京あるいは大阪などのいわゆる大都市の中央却売市場のシェアが年々低まっております。東

京 ・大阪その他の 6大都市のシェアは，昭和45年には73%であったのが昭和48年には66・9%,

昭和51年には57・7%と下がっております。

これぐらいで・中央却売市場についての説明は終わりたいと思います。

F 最近における青果物流通の変化 ：量販店（スーパーマーケッ トとくにフー ドチ ェーン〉

のシェア拡大及び外食産業の急増と市場流通の矛盾

次に，最近における青果物流通の変化として次の点を指摘してみたいと思います。

すなわち量販店，スーパーマーケy ト，それも単独店でなくいわゆるフード ・チェーンと呼

ばれるもの，あるいは生協，あるいは農協のセノレフサービスの大型の店のウエー トが最近急激

に高まっているという こと。次に，食費における外食の比重が高まるにつれて，いわゆるレス

トラン，飲食店その他のいわゆる 「外食産業」が急増している。そしてこれらが現在の市場流

通と必ずしも十分にマッチしないという，すなわちこういう量販店および外食産業と卸売市場

制度というものが必ずしもうまく合わない，すなわちその聞に矛盾が生じてきているというこ

とが最近の傾向として指摘できるかと思います。

量販店につきましては政府の正確な統計はないわけですけれども，通産省の『商業統計表』

によ りますと， 「各種食料品小売業Jというのが大体それに当たるかと思います。 『商業統計

表』では，それ以外に「食肉小売業」， 「鮮魚小売業」 ， 「野菜 ・果実小売業」というふうに

分けておりますので，この 「各種食料品小売業」が，いわゆる量販店に一応対応するという ふ

うに考えてもいいかと思います。

- 12ー
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商店数は，昭和43年に「各種食料品小売業」は全国で6万 663軒あったものが， 51年には 9

万3625軒という ふうにふえております。それに対して「野菜 ・果実小売業」は， 43年に 6万61

03あったものが，51年には 6万6195ということで，ほとんど変化がありません。

特に年間の販売金額について見てみますと「各種食料品小売業」の売上は，昭和43年 に は

8580億円であったのが，49年には 2兆8580億， 51年には4兆6150億と大体年率にしまして20数

%のテンポでふえております。もちろんこの聞に物価の上昇もありましたので，実質的にこれ

だけふえたというわけではないと思います。

それに対して「野菜 ・果実小売業」は，昭和43年に4832億であったのが， 49年には 1兆80億，

昭和51年に 1兆3556億とふえておりますが，大体の年率の成長のテンポは14～5%ということ． にとどまっています。（大体この間一般物価の上昇率昨率10%前後であった。〉

． 

いずれにしましでもこの間， 「各種食料品小売業」，その大半はいわゆるスーパーマーケy

ト， 生協の店舗といわれるセノレフサービス方式の小売量販店と思われますが，その成長のテン

ポがいかに速かったかということがおわかりになると思います。

また，同じ通産省の『商業統計表』によりますと，野菜 ・果実販売における各業種別の地位

を昭和39年から昭和51年まで比較した表がございますが，これによりますと，昭和 39年 に は

「各種食料品小売業」のウエートは，野菜 ・果実販売においては16・8%であった。他方， 「野

菜 ・果実小売業J，いわゆる野菜 ・果実の専門店のウエートは67・6%であったのが， 41年には

20・2%対64・1%とな り，昭和47年には30・9%対56・4%，昭和51年には，野菜 ・果実販売におけ

る 「各種食料品小売店」のウエートは32・9%に対して， 「野菜果実小売業」のウエートは47・5

%と，いわゆる専門店といわれる通常零細な八百屋さんや果物屋さんのウエート が顕著にこの

期聞に減って，それに対してスーパー ・マーケットやセノレフサービス方式の生協等の量販店の

ウエートが非常にふえている，とい うことがおわかりいただけたと思います。

その傾向はその後も続いておりまして，正確な統計ではございませんけれども，現在，いわ

ゆる量販店の青果物の取扱いのシェアは，大都市では40%前後ではないかといわれておりま

す。

この話の最初に申し上げたこ とでありますけれども，最近外食産業の比重が非常に高くなっ

てきております。すなわち消費者が，いわゆる ファースト ・フーズといわれるハンバーガーチ

ェーンなどで買ったり， あるいはレス トランで飲食をしたりするウエートが非常に高くなって

きま した。最初にあげました図でも，消費者の支払いを 100といたしますと，そ うし、う外食産

業に対する支出は昭和50年に21%もの高さにのぼっていることが，産業連関表の分析からもわ

かっており，正確な統計はありませんが，その後のウエイトはさ らに高ま っていると推定され

ています。
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こうゅうふうな変化に対してどうも市場の流通がうまくマッ チしない，とし、う声が最近非常

に多く聞かれます。 それはひと言でいいますと，こうしづ量販店あるいは外食産業は，ある一

定の量以上でも以下でもない，ある一定量をコンスタ ントに需要します。そして値段もあまり

日々あるいは週間あるいは月間で激しく変動されては困るわけです。

ところが，表 2に見ましたように，青果物の中央卸売市場ないし卸売市場における価格の変

動というものは，非常に激しいものがあるわけであります。それは中央卸売市場における全量

即日販売，あるいは受託拒否の禁止。 すなわち多数の産地，生産者からの委託販売をそのまま

受け入れざるを得ないというような中央卸売市場制度の「無政府性」というものと無関係では

ないように思います。

そこで最近では，こ ういう量販店，あるいは全国的な規模を持つフー ドチェーン，あるいは ． 
ローカノレのフードチェーン，あるいはチェーン組織を持っております外食産業等は，市場を通

じて青果物ないし食肉等を調達するのではなくて，その他の／レートを通じて自分たちが必要と

する量をある安定した価格で、入手したし、としづ希望を表明し，そういう ととを実際の行動に移

しつつあ ります。

これがし、わゆる「市場外流通」といわれているものでありまして，場合によって，量販店等

は，産地の農協あるいは農協の連合会と契約を結び，あるいは市場を通ずる場合でも， 『市場

法』でいわれております「予約相対」という形で一一これはどういう ことかといし、ますと，あ

らかじめ，場合によっては数カ月前に（そう しづ例は非常に少ないわけですけれども〉ともか

く当日ではなしに数週間前に，どういう品目がどれだけ必要で、ある，そして価格はこれぐらい

であることが望ましい，という ことで産地と契約をします一一，そしてそれらは市場を通じま

すけれども，いわゆるその市場のセリ売りにかけるのではなしに取引をするという ，いわゆる

「予約相対」 とし、うものが少しずつふえてきております。

ただ，最初に申し上げました産地と直接に取引をするいわゆる「産直」 ，あるいは「予約相

対」のウエートというものは，まだ必ずしも大きな比重にはなっておりませんけれども，しか

しある調査により ますと，昭和43年度におきましては，取引額中に占める産地直結額の割合は，

スーパーマーケットでは4・7%,44年度には6・5%であったとい うのが，昭和49年には野菜に

ついて19%，果物について17%とし、う比重になり，昭和53年には，会社によっても遠いますけ

れども，野菜の仕入れについては大半のチェーン組織の量販店が，30%近くを市場以外のいわ

ゆる市場外取引で入手しているといった推計も ございます。

これは私の私見でございますけれどもまだこのような 「産直」というものは，成功をおさめ

ていて，上記のような量販店あるいは外食産業のニーズを満たしているとは必ずしもいえない

ように思います。しかし，経験を積み重ね，試行錯誤をしていくにつれて，これから「市場外
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流通」のウエートとい うものは，もっともっと高いウエートになっていくのではないか，とい

うように思います。

三政府の青果物流通改善政策

次に第三としまして，政府の青果物流通改善のための政策について若干述べてみたいと思い

います。

A 農協の大型選別 ・荷造り場への助成

まず，いくつかございますけれども，一つは，産地の出荷団体の大型選別 ・荷造り場への助

成です0． 昭和畔度における農林省の農林統計情報部による『青果物集出荷機構調査』によりますと，

野菜につきましては，たとえば大根は82・1%が共同選別である。一番低い里いもの場合も41・5

%は共同選別である。大体品目によって違いはありますけれども，大雑把にし、L、まして野菜に

ついては70%程度が共同選別であり，しかもそのうち，品目によって機械による選別にそぐわ

ないものももちろんございますけれども，たとえばピーマソなどにつきましてはその選別は46

・5%が機械による選別であり，玉ネギにつきましても50・3%が機械による選別であります。馬

鈴薯につきましでも44・3%が機械による選別であります。

． 

先ほど果物につきましては，出荷団体による集出荷のウエートが，52年度について，59・3%,

すなわちほぼ60%に近いと申し上げましたけれども，この場合，大半の果物につきましては機

械による選別がなされております。ただブドウにつきましては，機械による選別にどうもそぐ

わないためにこれは例外でございますけれども，ミカンにつきましては機械選別が95・8%, リ

ンゴにつきましては62・7%，ナシ 65・6%，モモ 66・5%というふうな高い比率を占めており

ます。

こうしづ選荷 ・荷造り場への助成というものは，最近非常にふえており ます。しかもいまま

では村の下の段階である部落のような小さな選別場であったものを村段階までに統合し，ある

いは地方によってはこれを郡単位の大きさにまで統合いたしまして，いわゆる「マンモス共選

場」というようなものも各地で見られるようになっております。こうい うものに対して国はい

ろいろの助成をしておりますが，あとで指定産地制度について申し上げるときに， 具体的な数

字をあげてみたいと思います。

B 中央卸売市場の新設と既設の老朽ないし狭随市場の近代化

次に，先程中央卸売市場のウエートが近年非常に高まってきている，というふうにし、いまし

たけれども，しかしながら，昭和の初めにつく られた京都市や東京都その他の都市における既

設の市場の多くのものは，老朽化したり，あるいは非常に狭障になって， 駐車場もないという
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ような非常な不便を被っていると ころがあるわけです。こういうと ころを，場所を移転する，

あるいは高層化によって近代化するというような，そうしづ施策が大幅にとられております。

これについてはすでに前の節で詳しく述べま したので， くり返すことはいたしません。

C 価格安定のための施策 ：指定産地制度と安定基金制度

最後に，政府の青果物流通改善政策の重要な施策のーっとして，価格安定化のための政策に

ついて触れてみたいと思います。これは野菜及び果物と別々に行われておりますけれども，そ

の考え方は大体同一であります。

私は，ここでは特に野菜について申し上げてみたいと思います。

指定産地とし、し、ますと，これは昭和41年の 「野菜生産出荷安定法」に基づいてつくられたも

のでありまして，初めの頃は50ヘクターノレくらいのまとまりのある師団体を指定して「指定 ． 
産地」とし，他方， 東京や大阪などの大都市を 「指定消費地域」とし，指定産地と指定消費地

域の聞の需給のバラ ンスを，出荷調整協議会というようなものを通じて図ってきたものであり

ます。

それと同時に，指定されますと産地の団体一一これは多くの場合農協でありますけれども

一一農協は，集出荷施設，あるいは機械の導入などについて国からの助成を受ける ことができ

ます。

国の補助率は，機械については3分の l，集出荷施設などについては 2分の lとしづかなり

高額のものでありまして，しかも補助金の残りに対してはその80%まで農業近代化資金，これ

は金利が 5・5%前後と，いわゆる市中の金利よりかなり低いものでありまして，こ ういうもの

を受けることができるわけであります。（中央政府は差額金利を助成してし、る。〉

さらに，そう しづ指定産地の位置しております県もそ うし、う補助に若干の上乗せをします

一一従来は大体6分の l程度が多かったように聞いておりますが一一大変な恩恵を生産者団体

は受けるわけであります。

次に，指定産地と指定消費地域がこのように指定されますと，その聞に野菜指定産地生産出

荷協議会というものが，村 ・県 ・国の段階，場合によっては固と県の聞に関西あるいは関東と

いうような地域が入ることもありますが，いろいろのレベノレで、生産出荷協議会が聞かれて，具

体的に出荷計画の策定をするわけであります。そうしである産地からある地域への出荷が多過

ぎる，あるいは少な過ぎる， そ ういうようなことを調査しまして，できるだけ地域閣のアンパ

ランスがないように，また季節的なアンバランスがないような，調整をまずするわけであります。

次に，そのような調整をいたしましても，特に野菜の場合には，天候その他の事情によって

需要も供給も，特に供給は大き〈影響を受けますので，計画どおりにはなかなか事が進みませ

ん。

- 16一
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そこで次には，価格が低落した場合の補填事業というものが生まれてまいります。これを簡

単に申し上げますと，これまでの趨勢値価格に 0・9を掛けたものを補償基準額として，その補

償基準額と市場で実際に販売した価格との聞に差額が出た場合に，通常その差額の 0・9を補償

するというものであります。

くり返し申し上げますと，過去の趨勢値価格をAとしますと，A掛け0・9が補償基準額であ

ります。これをBといたしますと， CBマイナス平均販売価格〉掛け0・9というものが補填の対

象になるわけであります。なお，平均の販売価格が趨勢値価格の 2分の 1を割ったときには，

補償基準価格マイナス趨勢値価格の半分に 0・9を掛けるというのが，マキシムの補償額になる

わけであります。． さて， そういう補償あるいは価格補填に要する資金について，初めの頃は，特に昭和46年，

． 

48年頃までは，国が50%を持ち，出荷団体が25%を持ち，県が25%を上乗せするという ことが

多かったわけでありますけれども，最近では野菜の重要性にかんがみて， 出荷団体の負担分が

15%，県の負担金が15%，国の負担金が70%というように国の助成率が非常に高くなっており

ます。

ただこの補償も無制限に行われるわけではございません。出荷団体は，こ うし、う助成あるい

は補償補棋を行う「野菜出荷安定基金」と契約を結んで，その契約に基づ、いて，先ほど申した

割合の比率の負担金を納めるわけですけれども，その契約量以上には，い くら出荷しでも補償

金はも らえません。また，契約を結んでおりましても，先ほど申しました各段階の協議会の調

整がございますので，基本的にはこの協議会の調整を受けた契約量に基づいて，その範囲のな

かで価格の補給が行われるわけで、あります。

ただ，この指定産地制度による野菜供給の安定というものも，必ずしも現実にはそれほど効

果をあげておりません。消費者の野菜価格の激しい乱高下に対する不満を受けまして，たとえ

ば東京 ・横浜 ・神戸 ・大阪などの自治体は独自に産地と契約出荷を取り結んで可，この指定産地

制度による野菜供給安定以外に，それに上乗せる とし、う形で，たとえば東京の場合には嬬恋村

の農協との聞にキャベツの契約出荷を取り結んでおります。この場合には，国の制度とは別に

ある補償価格を下回った場合に，ーケースについて200円あるし、は150円を限度に補償する。そ

のかわり何月には一日最低何箱あるいは何 トン出荷して くれ，そしていくら一般の市場価格が

暴騰したときでも，たとえばキャベツについてはケース1500円以内で売ってくれ，というよう

な契約を結んで、いるわけです。

しかし，これもなかなかうまくいっていない，というように私は聞いております。

最後に，果実について同じような制度があると申し上げましたけれども，若干野菜とは違い

ますので，その点を強調しながら説明してみたいと思います。
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特にわが国においては，温州ミカンが非常に慢性的な過剰生産傾向を持っておりますので，

まず生食だけではなくて，加工，それも缶詰めのみならず， これまで日本人があまりなじんで

いなかったジュースとし、 う形にして販売を拡大するとし、う政策を促進しております。

そのために国は， 主要なミ カンの県に対してジュースの搾汗工場の設置をすすめ，それに対

してかなりの補助を与えております。当初の計画では，ジュース工場の建設資金の 4分の lあ

るいは3分の 1程度を補助するということでありましたけれども，途中，オイノレ ・ショッ クそ

の他の経済変動がゐったために実際にはそれほどにはならなかったわけでありますけれども，

ともかくジュース工場の設置に対してかなりの補助をし，それから残りの補助残に対しては，

農林中央金庫から 5・5%前後の安い農業近代化資金を貸し出すようにしています。

またそれだけではなく て，そ ういう ようなジュース用のミカンあるいは缶詰め用のミカンに ． 
ついて，その価格の補償を野菜と閉じようなシステムで行っております。野菜とは若干違いま

すけれども，基本的には補償基準価絡という ものを決めまして，それと実際の取引価格の差の

90%を補償する。そして補償するための資金は，農協などの生産者団体が4分のl，県が4分

のl，国が 2分の lを持つということでやっているわけであります。

こういう ふうなことによ って加工用の ミカンの価格を下支えする。そして国の段階，あるい

は県の段階に「果実生産出荷安定基金協会」というものがありまして，ジュースをしぼり過ぎ

た年にはそれを調整 ・保管をする。そしてそれに対して国は，また利子補給その他の助成をす

るとし、うことなどをやっております。

最初は温州ミカンが主要なものでありましたけれども，それ以外に リンゴ一一これはジュー

ス用のみ一一， 夏ミ カン一一 これもジュース用のみ一一，また昭和55年から加工用の桃につい

ても同じような制度がとられようとしております。

こういうふうにして野菜についても果物についても，価格をできるだけ安定化させようとい

うねらいがあり，それについて国および県はかなり多大の資金を投じているわけであります。

まだ十分話し切っておりませんけれども，時間の都合も ございますし，あとは質疑にお答え

するということで補足をさせていただければ，幸いであります。
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「定例研究会報告」 (11月22日，神田社研分室〉

キャラハγ内聞からサ yチャー内閣への移行一一イギリス留学を通じての考察一一一

隅野隆徳

報告要旨は次のとおりである。

1978年3月から2年間の在外研究期間中， 79年3月28日のキャ ラハン内閣不信任決議案の可決と．周年

5月4日総選挙によるサ ッチャー内閣の誕生とをめぐる諸関係に，今日のイギリスをめぐる諸問題が集中

的にあらわれているように思われ，また報告者の本来の研究課題とも深くかかわるので，今回の報告テー

マを右のように設定した。

キャ ラハン内閣の不信任は直接的には， 79年3月1日に実施されたスコット ラン ドとウ ェーJレズの地方

分権法に関する住民投票で所定の文持を得られなかったことに結びついているが，より基本的には， 労働

者に賃金引上げ抑制を強く求めるインフレ対策が破綻し， 79年l月以後の辿鎖的ストライキにみられる労

働組合の強い反援を受けてキャラハン内閣は退陣したといえる。それに対しサッチャ一女史の率いる保守

党は，所得税と公共支出削減，第二次的ピケッティング等の労働組合活動の規制，さらにNATOでのイ

ギリスの役割の強化等の政策をかかげて政権を奪回した。そのような過程と関連して，イギリス経済の後

退傾向（‘Britishdisease、〉をめぐる新閥、TheTimes、の論調とそれへの批判等が興味深い。同

紙は，同時期の一年弱にわたる自 らの労使紛争とも結びつげて，イギリスの低い生産性の責任を経営側よ

りも労働組合に帰せしめ，サッチャー内閣の政策を支持するが，それに対しTUC（労働組合会議）に結

集する労働組合側は，事態の打開策を，経営側の特権を制限し，組合代表の経営参加による産業民主主義

の発展に求めようとする。そしてまた，総選挙で放れた労働党が， 79年と80年10月の年次大会で，これま

で相対的に独立性をもっていた「議会労働党」に党大会と全固執行委員会の影響力を及ぼしていく一定の

機構改革を行ない，それとと もに左派勢力が進出したことが注目される。同時に，それに対し79年11月，

前労働党副党首で当時EE C Commissionの Presidentであるジェンキンスが，労働党の右派と自由党． が連合してradic…t明 成することと 議会代議員の選挙制度を小選挙区制から比例代表制に変え

ることを提惜し， 自由党がこれに共鳴していることが政局の動向として興味深い。

イギリスの低い生産性の向上をめぐる資本と賃労働の対立の中で， 一般市民の伝統的な生活様式一一日

本と比較すればはるかに自然環境をよく保存し，過度に分業化されない個人の生活サイク Jレ，自らの生活

と自由を enjoyする姿勢等ーーは，どのように維持され展開されていくであろうか。
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＜編集後記＞

昨年末，本研究所研究参与であられた山田盛太郎先生が永眠された。先生は，昭和38年から

42年まで2期4年の間研究所長を勤められ， 「再発足」社研の研究体制を固めるために並々な

らぬ御努力を傾注されたとしづ。先生は，元事務局長 ・吉沢芳樹所員の言葉を借りれば， 「学

問的リーダーという，言葉の真実の意味における研究所長」であられたとのことである（吉沢

芳樹「山田盛太郎所長の御退職にあたって一一ー専修大学における山田先生一一一」， 『月報』 43

号， 1967年 4月20日，所収〉

事務局は，1月8日の運営委員会と事務局の合同会議において，山田先生の追悼号を出すこ

とを決め，4月号をめどに現在その準備を進めている。生前専修大学および本研究所において

ゆかりの深い方々に，山田先生の「人と学問」 を中心とする文章を寄稿していただいて， 立派 ． 
な追悼号にしたいと考えている。所員および所外研究員各位の御協力を心からお願い申し上げ

ます。

本号には，森宏所員から労作を寄せていただいた。森所員は，じつは事務局の編集委員長で

あって， 原稿集めに努力されてきた。そのかし、あって， また所員各位の御協力によって， 12月

号までは力作論文を載せた月報を比較的スムーズに出すことができたが，本号の原稿について

はついに所定の時期までに集める ことができなかった。森所員は，編集担当として，不測の事

態に備えるよう常にいく つかの原稿を準備しておられるが，今回は（あるいは今 回 も〉その

＜準備原稿＞を＜利用＞させていただいた。所内外諸兄の活発なご討論を期待する とと もに，

月報への力のこもった論文，研究ノート，資料等をご寄稿下さいますようお願い申し上げます。

また本号には，隅野所員から，昨年11月22日におこなわれた「定例研究会Jでの報告の要旨

を書いていただいた。隅野所員にはお礼を申し上げる とと もに，今後とも各研究グループの活

動の内容を月報に反映させるべく所員の皆様の御協力をお願い申し上げます。（事務局小沼記〉

神奈川県川崎市多摩区東三田 2丁目 l番 1号電話（044)911-8480（内線33)
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